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 ポイント 「東広島市ゼロカーボンシティ宣言」の実現に向けた各種関連計画の統合

構 成 章タイトル 内 容
第 1章 計画の基本的事項 第 2章～第4章の共通事項（計画期間等）

第 2章
東広島市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編） 
【旧計画（平成 30（2018）年度策定）の改訂】

本市全域における市民生活や事業活動、市民の移動、廃棄

物の処理処分等に伴い排出される温室効果ガス排出量削

減等の推進、森林等の吸収源の保全、強化に関わる全ての

項目

第 3章
環境先進都市の形成に向けた 
行動計画
【旧計画（令和 2（2020）年度策定）の改訂】

本市と市民、事業者等が連携して次世代環境都市の実現を

推進する取組み（S－TOWNプロジェクト） 

第 4章
東広島市地球温暖化対策実行計画
（事務事業編） 
【旧計画（令和元（2019）年度策定）の改訂】 

本市が管理する施設や、市の日常業務に伴って市役所から

排出される温室効果ガス排出量削減等の推進に関わる全

ての項目

地球温暖化による気温の上昇によっ

て海面上昇や生育不良、大雨の増加

等、私たちの生活に様々な影響が出る

ことが予想されており、世界的にも人

類共通の課題として温暖化対策の取組

みが加速しています。

なぜ温暖化対策に取り組むの？ 

計画の内容・期間 

水没が日常化しているツバル（オセアニア） りんごの着色不良 

➡ 近年の地球温暖化に対応した本市の温暖化対策計画を策定する必要があります。 

東広島市地球温暖化対策実行計画の策定 

計画の内容・構成は下表のとおりです。 

◆計画期間◆ 令和 ５（２０２３）年度から令和 １２（２０３０）年度まで 

◆目標年度◆ 令和 １２（２０３０）年度（令和３２（２０５０）年度を長期目標） 

温暖化対策実行計画とは？ 

東広島市地球温暖化対策実行計画とは、地域における地球温暖化対策の推進のために策定

が求められている計画です。本市では、平成 30（2018）年度に市域全域の温室効果ガス排出

量の削減に努めるため、旧計画を策定しました。 

この度、国の計画や市の環境マスタープランである第２次東広島市環境基本計画における

目標値の上方修正を受け、本市全域の温暖化対策実行計画（区域施策編）を改訂し、より実

効性の高いものとするため、各種関係計画を統合することとしました。 

※出典：環境省ホームページ 
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推進体制・進行管理 

○区域施策編の改定
○事務事業編の改定
（削減目標の設定、取組みの方向性等）

○区域施策編・事務事業編に基づく
取組みの推進
〇各主体（市民・事業者・行政）の
自主的な取組み

○施策の実施状況を評価
○目標の達成状況を評価
○フォローアップの公表（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等）

Action（計画の見直し）
○施策の課題等の洗い出し
〇国県の動向を踏まえた指標の見直し
〇市関連計画との整合を踏まえた見直し

●東広島市環境審議会
●東広島市環境先進都市推進会議

Check（計画の評価）

Do（計画の実施）Plan（計画の策定）

評価
提言

《推進体制（区域施策編）》 《進行管理》 

計画は産学民組織と庁内組織が連携し推進を図ります。また、進行管理では、産学民組織

への諮問・答申により、対外的な組織からの評価も踏まえ「PDCA サイクル」の考え方に基づ

き計画の進捗状況等の管理を行います。 

計画の位置づけ 
本計画は国の地球温暖化対策計画、広島県の広島県地球温暖化防止地域計画の方針や施策

の考え方等に基づき策定しました。本計画の基本方針は、本市環境の最上位計画となる東広

島市環境基本計画の流れを汲むものとし、望ましい環境像の 1つである「身近な取組みから

地球環境保全に貢献するまち」を目指すための施策の方針とします。 

第五次環境基本計画

環境基本法

地球温暖化対策計画

地球温暖化対策推進法

気候変動適応計画

気候変動適応法

国

広島県環境基本計画

広島県環境基本条例

広島県地球温暖化防止地域計画

広島県 〔分野別計画〕

〔法定計画〕
（区域施策）

任
意
計
画

方
向
性

東広島市

東広島市環境基本計画

東広島市環境基本条例

東広島市総合計画

東広島市
地球温暖化対策実行計画
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本市の現状

（温室効果ガス排出量の状況）
 ●平成 30（2018）年度の温室効果ガス排出
量は、平成 25（2013）年度から、9.1％減
少しています。 

（温室効果ガス排出量の構成）

（太陽光発電の導入状況） 
 ●太陽光発電は県内で最も導入がされてお
り、導入比率は県内自治体平均値に比べ約
4.2％高い状況にあります。 

（東広島市ゼロカーボンシティ宣言） 

●令和 4（2022）年度に「東広島市ゼロカー

ボンシティ宣言」を表明しました。 

「東広島市ゼロカーボンシティ宣言」とは？

国は、令和2（2020）年、「2050 年カーボンニュートラル」を宣言して以降、法改正等、2050

年カーボンニュートラルの達成に向けて、取り組んでいます。

本市も、誰ひとり取り残さない持続可能な社会

を目指す「SDGs」の理念の下、「やさしい未来都

市 東広島」の実現に向け、令和 32（2050）年

に温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ゼロカ

ーボンシティ」を目指します。

本市の温暖化対策の現状 
本市では平成 30（2018）年度に旧計画を策定し、市民・事業者・行政が一体となって

温室効果ガス排出量の削減に努めてきました。平成 30（2018）年度の温室効果ガス排出

量は、平成 25（2013）年度から減少するとともに、また、太陽光発電の導入も積極的に

行われています。 

温
室
効
果

排
出
量

平成２５（２０１３）年度 平成 ３０（２０１８）年度 

１,４８９千 ｔ-ＣＯ２
１,３５４千 ｔ-ＣＯ２

９.１％減少 

※温室効果ガス排出量は集積回路製造業1社を含まない。 

産業部門

19.9%

業務その他部門

20.3%

家庭部門

19.6%

運輸部門

36.5%

その他

3.7%

平成30

（2018）

年度

※温室効果ガス排出量は集積回路製造業1社を含まない。 

自動車、鉄道、
船舶の運行

製造業等の事業活動 

オフィス等の 
事業活動 

生活の電気、 
ガスの使用等 

※太陽光発電（10 kW未満）設備の対世帯数 FIT 太陽光導入比

太
陽
光
発
電

導
入
状
況

１０.４％

６.２％ 

本市 県内自治体平均値

（2050 年カーボンニュートラルのイメージ図） 
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 ポイント 「東広島市ゼロカーボンシティ宣言」の実現に向けた削減目標の見直し

市域の温室効果ガス排出量は、このまま対策を行わない場合、令和 12（2030）年度に基

準年度比で 1割程度しか削減されないことが予想されています。 

「東広島市ゼロカーボンシティ宣言」の実現に向け【重点施策の実施】により、温室効

果ガスの 50％以上削減（平成 25（2013）年度比）を目指します。

東広島市地球温暖化対策実行計画～区域施策編～（本計画の第２章） 

削減目標の見直し（上方修正） 

重点施策の５項目 
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本市は市民・事業者の行動変容を促す呼び水として、これまでの取組みを継続するととも

に、新規の取組みを力強く推進します。なお、太陽光発電設備・蓄電池等の廃棄・リサイク

ル問題は、国等の動向も踏まえ、法令等に則り、対策について検討を行っていきます。 

これまでの取組みと新たな取組み 取組み概要 

従
来

スマートハウス化支援補助 住宅のスマートハウス化を支援するため蓄電池等の設置を補助 

東広島エネバンク Ｊ-クレジット制度を活用し、市内事業者等への販売を想定 

スマートオフィス・ファクトリー化の推進 事業者の省エネ設備導入に係る省エネ診断・補助金申請の補助 

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ の推進 地球温暖化対策に貢献する賢い選択（省エネ設備買替え等）の推進

大学と連携した市民講座の開催 大学と連携し、専門家による環境等について学ぶ市民講座を開催 

新
規

太陽光発電設備・蓄電池設置補助 太陽光発電設備・蓄電池の設置を補助（蓄電池は事業者対象） 

高効率空調・ＬＥＤ設置補助 高効率空調設備、ＬＥＤの設置を補助（事業者対象） 

目標達成に向けた市民・事業者・東広島市の協働 

地球温暖化対策という地球規模の大きな課題解決に向けた取組みを進めるには市民・事

業者・東広島市が協働して、脱炭素に関する施策に取り組む必要があります。 

具体な取組み内容 

●スマートハウス：ＩＴを使い、家庭内の照明器具、冷暖房設備など電気やガスを使用する機器を制御し、エネルギー消費を最適に制御する住宅。 

●ＺＥＨ（ゼッチ）：ｎｅｔ Ｚｅrｏ Ｅｎｅrｇｙ Ｈｏｕｓｅ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略語で、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」という意味。 

家庭で使用するエネルギーと、太陽光発電などで創るエネルギーをバランスして、１年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする家。 

●ＺＥＢ（ゼブ）：ｎｅｔ Ｚｅrｏ Ｅｎｅrｇｙ Ｂｕｉｌdｉｎｇ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略語で「エネルギー収支ゼロを目指した建物」という意味。 

●特定排出事業者：エネルギー使用量や温室効果ガスの排出量が多い事業者。

●Ｊ-クレジット制度：省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用による ＣＯ２ 等の排出削減量や、適切な森林管理による ＣＯ２ 等の吸収量を、クレ

ジットとして国が認証する制度
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 ポイント Ｓ-ＴＯＷＮプロジェクトの推進による環境先進都市形成の実現

プロジェクト名称 プロジェクトの内容 

Ｓ（Ｓｍａrｔ） 

スマートタウン形成モデル 

家庭やコミュニティ、事業所等に再生可能エネルギーの導入やエネルギーマネ

ジメントを浸透させ、環境、教育、福祉等の幅広い分野のスマートシティ化を図

る。また、近年激甚化する災害に対応するよう地域のレジリエンス強化を図る。

Ｔ（Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ） 

技術連携プラットフォーム構築 

市内の産学官民が有するポテンシャルを他のプロジェクトの実現に活かすため

の連携支援組織を立ち上げ、プロジェクトの体制整備や技術連携、人材活用を

支援し、各プロジェクトのアウトプットを環境教育や地域活動にフィードバック

する体制を整える。 

Ｏ（Ｏrｇａｎｉｃ） 

有機性廃棄物エネルギー創出 

再生可能エネルギーの活用や環境に優しい農林水畜産業の連携を加速させる

ことを目的に、ごみの減量化・資源化を推進し、廃棄物からのエネルギー抽出

や、たい肥化等の有効利用する仕組みを確立する。 

Ｗ（Ｗｏｏd） 

木質バイオマス活用促進 

森林保全や里山再生、新たな雇用の創出等の地域課題解決を目指し、木質バイ

オマスを地域で有効活用する仕組みを確立する。 

Ｎ（Ｎｅｘｔ ｇｅｎｅrａｔｉｏｎ） 

次世代エネルギー普及加速 

再生可能エネルギーの普及促進と並行して、次世代エネルギーである水素利

用、ブロックチェーン技術等の活用等に先進的に取り組み、エネルギーや環境問

題全般への市民意識の醸成を図る。 

再生可能エネルギーの積極的な導入（促進区域の設定・脱炭素化促進事業の認定）

削減目標の達成のためには、再生可能エネルギーの積極的な導入が不可欠です。「地域

の脱炭素化のための取組」を一体的に行う事業（地域脱炭素化促進事業）について、事業

者・市民等から事業計画（太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の設置・運営）の申請

があった場合に備え、促進区域の設定や事業計画の認定が行える組織体制を構築します。 

環境先進都市の形成に向けた行動計画（本計画の第３章） 

環境先進都市の形成に向けた具体な推進プロジェクトとして、各プロジェクトの英語頭

文字を繋げた【S-TOWN】プロジェクトを推進します。 
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【環境先進都市のイメージ図】 

本市の取組み事例 - ESCO事業 -
本市で初となるＥＳＣＯ事業による安芸津学校給食センターの空調及びボイラー設備改修が、令
和３（2021）年１月に竣工し、２月から稼働しています。
ＥＳＣＯ事業とは、エネルギーサービスカンパニーの略で、設備高効率化を図り、光熱費削減を
進めていく事業のことで、本事業は、本市が出資して設立した地域新電力会社である東広島スマー
トエネルギー株式会社が設備を導入・整備し、設備利用に当たって本市が利用料金を支払います。 

市民・事業者・行政が協働して ２０５０ゼロカーボンを目指します。 

公共施設への積極的な太陽光発電設備の導入や廃棄物由来のエネルギーを活用した電力

の利用のほか、職員一人ひとりが省エネ活動に取り組むことで市の管理する施設や職員の

日常業務に伴って排出される温室効果ガスの削減を推進します。 

東広島市地球温暖化対策実行計画～事務事業編～（本計画の第４章） 

《ＥＳＣＯ事業による安芸津学校給食ｾﾝﾀｰの空調及びﾎﾞｲﾗｰの設備回収》◎期待される効果 

 ①ランニングコストの削減 

   電気購入量が削減される。 

 ②温室効果ガス排出量の削減 

   ①により ＣＯ２が削減される。 

 ③災害時の自立稼働 

   災害発生時でも外部電力に頼

ることなく施設が稼働できる。 


